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日
刊
（
日
曜
日
、
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曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
震
災
対
策
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
計
画
課
）…
一

○
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
企
画
調
整
部
企
画
課
）…
一

告

示
（
消
）

○
火
災
予
防
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
自
動
通
報
等
の
承
認
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
一

○
代
理
通
報
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
一

規

則

東
京
都
震
災
対
策
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
九
号

東
京
都
震
災
対
策
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
震
災
対
策
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第

五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
号

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
及
び
届
出
」
を
削
り
、
同
条
中
「
届
出
書

又
は
申
請
書
」
を
「
申
請
書
等
」
に
改
め
、
「
第
十
九
条
、
第
十
九

条
の
二
及
び
」
及
び
「
、
二
部
作
成
の
上
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
４
号

火
災
予
防
施
行
規
程
（
昭
和
３７年

７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
１７

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

第
３
条
第
２
項
を
削
り
、
同
条
第
３
項
中
「
第
１
項
」
を
「
前

項
」
に
改
め
、
「
２
部
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
２
項
と
す
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
５
号

自
動
通
報
等
の
承
認
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２
年
９
月
東
京
消
防

庁
告
示
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

第
５
条
第
１
項
及
び
第
７
条
中
「
正
副
各
１
通
」
を
削
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
６
号

代
理
通
報
事
業
者
の
認
定
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
元
年
９
月
東

京
消
防
庁
告
示
第
１８号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

第
４
条
第
１
項
及
び
第
９
条
中
「
正
副
各
１
通
」
を
削
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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